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衆
議
院
議
員
笹
木
竜
三
君
提
出
防
衛
施
設
庁
入
札
談
合
事
案
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
証
拠
隠
滅
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
十
八
年
六
月
十
五
日
に
「
防
衛
施
設
庁
入
札

談
合
等
に
係
る
事
案
に
対
す
る
調
査
委
員
会
」
（
以
下
「
調
査
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
公
表
し
た
「
防
衛
施
設
庁
入
札
談

合
等
に
係
る
事
案
の
調
査
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
調
査
委
員
会
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
防
衛
庁
長
官
及
び
防
衛

施
設
庁
長
官
か
ら
捜
査
に
全
面
的
に
協
力
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
さ
れ
て
い
た
中
で
建
設
工
事
の
割
り
振
り
に
係
る
資
料

の
破
棄
が
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
防
衛
施
設
庁
に
お
い
て
は
、
当
該
資
料
の
破
棄
に
か
か
わ
っ

た
職
員
に
つ
い
て
は
、
職
務
上
の
注
意
義
務
違
反
と
し
て
同
日
付
け
で
降
任
、
停
職
又
は
戒
告
の
処
分
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

防
衛
施
設
庁
に
お
い
て
は
、
今
般
の
入
札
談
合
等
に
係
る
事
案
を
踏
ま
え
、
職
員
の
綱
紀
の
厳
正
な
保
持
及
び
法
令
遵
守

に
つ
い
て
、
職
員
の
意
識
改
革
の
た
め
累
次
に
わ
た
り
通
達
を
発
出
す
る
な
ど
、
事
案
の
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



平
成
十
八
年
六
月
十
六
日
に
「
防
衛
施
設
庁
入
札
談
合
等
再
発
防
止
に
係
る
抜
本
的
対
策
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下

「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
が
公
表
し
た
「
防
衛
施
設
庁
入
札
談
合
等
再
発
防
止
に
係
る
抜
本
的
対
策
報
告
書
」
（
以
下
「
検

討
会
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
防
衛
庁
と
し
て
は
、
財
団
法
人
防
衛
施
設
技
術
協
会
の

事
業
の
う
ち
民
間
企
業
等
で
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
な
防
衛
施
設
に
係
る
建
設
技
術
等
に
関
す
る
調
査
研
究
等
の
事
業
に
つ

い
て
比
較
的
業
務
内
容
が
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
他
の
公
益
法
人
に
引
き
継
が
せ
る
な
ど
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
た

上
で
、
同
協
会
に
対
し
て
平
成
十
八
年
度
中
の
自
主
解
散
を
要
請
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
検
討
会
報
告
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
関
係
企
業
、
財
団
法
人
防
衛
施
設
技
術
協
会
等
に

対
し
平
成
十
八
年
六
月
十
五
日
に
書
面
で
防
衛
庁
離
職
者
の
採
用
等
の
自
粛
の
要
請
を
行
っ
た
ほ
か
、
防
衛
事
務
次
官
か
ら

防
衛
庁
の
各
機
関
等
の
長
に
対
し
、
再
就
職
に
係
る
自
粛
に
つ
い
て
職
員
へ
の
周
知
徹
底
を
図
る
た
め
通
達
を
発
出
す
る
な

ど
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

防
衛
庁
と
し
て
は
、
入
札
談
合
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
請
負
者
と
の
間
で
締
結
し
た
工
事
請
負
契
約
に
基
づ

二



く
違
約
金
の
請
求
又
は
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
若

し
く
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
等
を
行
い
、
回
復
す
る
考
え
で
あ
る
。

な
お
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
罪
に
つ
き
略
式

命
令
を
受
け
た
役
員
又
は
使
用
人
の
属
す
る
請
負
者
に
係
る
十
一
件
の
建
設
工
事
の
う
ち
、
工
事
が
完
了
し
た
七
件
の
契
約

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
四
月
、
右
に
述
べ
た
工
事
請
負
契
約
に
基
づ
く
違
約
金
約
十
七
億
円
を
請
求
し
、
全
額
の
納
付

を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
余
の
四
件
の
契
約
に
つ
い
て
も
、
工
事
が
完
了
し
次
第
違
約
金
を
請
求
す
る
予
定
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

防
衛
庁
と
し
て
は
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
四
日
に
公
共
調
達
の
適
正
化
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
で
取
り
ま
と
め

ら
れ
た
「
公
共
調
達
の
適
正
化
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
「
各
省
庁
が
国
内
に
お
い
て
発
注
す
る
工
事
の

う
ち
予
定
価
格
が
二
億
円
以
上
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
工
事
目
的
物
の
有
す
る
特
殊
性
に
鑑
み
一
般
競
争
方
式
に
適
さ
な
い

も
の
を
除
い
て
、
一
般
競
争
方
式
に
よ
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
八
年
度
当
初
か
ら
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
そ
の
拡
大
を
図

る
。
ま
た
、
予
定
価
格
が
二
億
円
未
満
の
工
事
に
つ
い
て
も
、
不
良
・
不
適
格
業
者
の
排
除
や
事
務
量
増
大
の
抑
制
等
の
た

め
の
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
で
き
る
限
り
一
般
競
争
方
式
の
導
入
に
努
め
る
。
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
十
八
年
度

三



か
ら
、
予
定
価
格
が
二
億
円
以
上
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

な
お
、
予
定
価
格
が
二
億
円
未
満
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
原
則
と
し
て
指
名
競
争
入
札
で
実
施
し
て
い
る
が
、

平
成
十
八
年
度
か
ら
、
不
良
・
不
適
格
業
者
の
参
入
が
困
難
で
あ
り
工
場
製
作
部
分
が
多
く
受
注
者
に
よ
る
品
質
の
差
が
少

な
い
と
考
え
ら
れ
る
予
定
価
格
が
一
億
円
以
上
の
一
定
の
建
設
工
事
等
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
一
般
競
争
入
札
を
実
施

す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日
、
今
般
の
防
衛
施
設
庁
に
お
け
る
入
札
談
合
等
に
係
る
事
案
の
徹
底

的
な
究
明
を
図
る
た
め
、
防
衛
施
設
庁
に
防
衛
施
設
庁
長
官
を
委
員
長
と
す
る
調
査
委
員
会
を
設
け
、
ま
た
、
入
札
手
続
の

見
直
し
を
含
む
入
札
談
合
等
の
再
発
防
止
策
の
検
討
の
た
め
、
防
衛
庁
副
長
官
を
委
員
長
と
す
る
検
討
会
を
設
け
た
。

調
査
委
員
会
に
お
い
て
は
、
十
九
回
延
べ
約
十
八
時
間
に
わ
た
り
精
力
的
に
審
議
を
重
ね
る
な
ど
し
た
上
、
平
成
十
八
年

六
月
十
五
日
、
起
訴
さ
れ
た
十
件
の
入
札
談
合
等
に
係
る
事
案
を
中
心
に
、
そ
の
実
体
の
解
明
、
原
因
及
び
背
景
の
分
析
等

を
行
い
、
そ
の
調
査
結
果
を
調
査
委
員
会
報
告
書
と
し
て
取
り
ま
と
め
、
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
検
討
会
に
お

四



い
て
は
、
特
別
委
員
と
し
て
部
外
有
識
者
の
参
加
を
得
て
、
十
四
回
延
べ
約
三
十
時
間
に
わ
た
り
精
力
的
に
審
議
を
重
ね
る

な
ど
し
た
上
、
同
月
十
六
日
、
建
設
工
事
の
入
札
手
続
、
職
員
の
再
就
職
、
人
事
管
理
、
組
織
、
公
益
法
人
等
に
関
す
る
各

種
の
再
発
防
止
策
を
検
討
会
報
告
書
と
し
て
取
り
ま
と
め
、
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
た
後
も
、
再
発
防
止
策
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
た
め
、
調
査
委
員
会
及
び
検
討
会
は
開

催
さ
れ
て
い
る
。

五


